
志賀原子力発電所の廃炉を求める意見書（案） 

  

震度７を記録した能登半島地震では、同時に津波が起き、甚大な被害を受けた。被災地の

志賀原発は破損し、北陸電力は完全復旧に少なくとも半年以上かかるとの見通しを示してい

る。 

今回の地震は長さ１５０キロにおよぶ活断層が動き、未知の断層と連動した可能性も指摘

されている。再稼働に向けた審査のために北陸電力が規制委員会に提出している資料では、

想定される活断層は最大で９６キロとされていたがその予測が大きく外れていたことは明

らかである。 

志賀原発は運転停止中であったが、地震によって、１号機、２号機とも設計上の想定を超

えた揺れが観測されたことで、変圧器が故障し、外部電源が一部使えなくなり、絶縁や冷却

のための油が漏れ出した。また、使用済み核燃料プールのポンプが止まり、一時的に冷却が

停止するなどの深刻なトラブルも起こっている。そんな中で、今回のトラブルについて、北

陸電力や政府がいつ、何をどこまで把握し、明らかにしていたのかという問題が指摘されて

いる。 

例えば、1 月１日１６時１０分の地震発生後の同４９分、政府の警戒本部は、「使用済燃

料の冷却の状態に異常がないことを確認」と発表している。しかし、プールの溢水（いっす

い）を確認したのは、１号機で１７時１８分。２号機は、２日の０時５５分であった。油漏

れの量は当初の発表とまったく違って５倍以上だったことが報道されている。事実関係を十

分確認する前に、「異常なし」と公表していた疑念が残る状況である。 

さらに、原発事故が不幸にも発生した場合の避難計画にも問題がある。避難計画では輪島

市や穴水町、志賀町などから最大１５万人の避難を想定しており、内閣府はその方法を、「基

本は自家用車や支援者の車」としている。しかし、道路が寸断されたこの度の状況を見れば、

とても現実的な避難計画だとは言えない内容であることが明らかとなった。  

能登地方では２０２０年１２月から地震活動が活発化しており、昨年５月には最大震度６

強の地震が発生し、その中で北陸電力は、能登半島を「複雑な断層帯だ」と認めている。今

後も能登半島周辺で想定を超える活断層が動き、想定を上回る揺れや津波、地盤の変化が志

賀原発を襲う可能性は否定できず、それを予見することは極めて困難である。 

日本は地震大国であり、すべての原発を廃炉にすることが必要であるが、とりわけ志賀原

発は直ちに廃炉にすることを求める。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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